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(57)【要約】
【課題】各住宅の設備と電気的に接続された車両からの
電力供給を考慮した地域内電力の相互融通システムを提
供することを目的とする。
【解決手段】ネットワーク７２を介して住宅１０Ａ～１
０Ｃの電力の使用量、車両用蓄電池２８に蓄えられた電
力、住宅１０Ａ～１０Ｃの各々の車両連結部２６と車両
１８Ａ～１８Ｃとの間の電流、並びに車両１８Ａ～１８
Ｃの使用スケジュールを把握すると共に、住宅１０Ａ～
１０Ｃの車両連結部２６に接続された車両のうち使用ス
ケジュールにおいて使用予定ではない車両の車両用蓄電
池２８に蓄えられた電力を取得するように当該車両及び
当該車両を接続した車両連結部２６を、ＨＥＭＳ３０を
介して制御し、取得した電力を地域内電力線６４を介し
て住宅１０Ａ～１０Ｃに供給させるようにする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両用蓄電池に蓄えられた電力で走行する車両と、
　接続された前記車両の車両用蓄電池を系統電力及び太陽光発電を含む電力源から供給さ
れた電力で充電可能であると共に前記車両用蓄電池に蓄えられた電力を取得可能な充給電
手段、並びに前記充給電手段に接続された前記車両の車両用蓄電池に蓄えられた電力、電
力の使用量及び前記充給電手段と前記充給電手段に接続された前記車両との間の電流を把
握すると共に前記車両の使用スケジュールを入力可能な制御端末を有する住宅と、
　前記住宅を複数戸有する地域において、前記住宅の各々の制御端末との通信を可能にす
る通信網と、
　前記地域において、前記住宅の各々を接続する地域内電力線と、
　前記通信網を介して前記住宅の各々の制御端末と通信可能であり、前記通信網を介して
前記住宅の各々の電力の使用量、前記住宅の各々の充給電手段に接続された前記車両の車
両用蓄電池に蓄えられた電力、前記住宅の各々の充給電手段と該充給電手段に接続された
前記車両との間の電流、並びに前記車両の各々の使用スケジュールを把握すると共に、前
記住宅の各々の充給電手段に接続された前記車両のうち前記使用スケジュールにおいて使
用予定ではない車両の車両用蓄電池に蓄えられた電力を取得するように該使用予定ではな
い車両及び該車両を接続した充給電手段を、該充給電手段を有する住宅の制御端末を介し
て制御し、該取得した電力を前記地域内電力線を介して前記地域の前記住宅に供給させる
制御手段と、
　を備えた地域内電力の相互融通システム。
【請求項２】
　前記制御端末は前記住宅の各々における目標消費電力をさらに入力可能で、前記制御手
段は、前記複数戸の住宅のいずれかの電力の使用量が該住宅の目標消費電力を超えた場合
に、前記住宅の各々の前記充給電手段に接続された前記車両のうち前記使用スケジュール
において使用予定ではない車両の車両用蓄電池に蓄えられた電力を取得するように該使用
予定ではない車両及び該車両を接続した充給電手段を、該充給電手段を有する住宅の制御
端末を介して制御し、該取得した電力を前記住宅の各々の電力の使用量に応じて前記地域
内電力線を介して前記地域の前記住宅に供給させる請求項１に記載の地域電力の相互融通
システム。
【請求項３】
　系統電力及び太陽光発電を含む電力源から供給された電力を蓄え、該蓄えた電力を、複
数の住宅からなる地域の各戸に供給可能な地域蓄電池をさらに備え、
　前記制御手段は、前記複数戸の住宅のいずれかの電力の使用量が該住宅の目標消費電力
を超えた場合に、前記地域蓄電池が蓄えた電力を前記地域内電力線を介して前記地域の前
記住宅に供給させると共に、前記複数戸の住宅の電力の使用により前記地域蓄電池が蓄え
た電力が消耗した場合に、前記住宅の各々の充給電手段に接続された前記車両のうち前記
使用スケジュールにおいて使用予定ではない車両の車両用蓄電池に蓄えられた電力を取得
するように該使用予定ではない車両及び該車両を接続した充給電手段を、該充給電手段を
有する住宅の制御端末を介して制御し、該取得した電力を前記地域内電力線を介して前記
地域の前記住宅に供給させる請求項２に記載の地域電力の相互融通システム。
【請求項４】
　前記住宅の各々の前記充給電手段に接続された前記車両のうち前記使用スケジュールに
おいて使用予定ではない車両の車両用蓄電池に蓄えられた電力と、前記地域蓄電池が蓄え
た電力と、前記太陽光発電による電力の合計を、前記住宅の各々に供給可能な電力とする
と共に、該供給可能な電力から前記住宅の各々における目標消費電力を減算することによ
り、前記地域の余剰電力を算出し、前記住宅の各々に供給可能な電力及び前記地域の余剰
電力を前記住宅の各々の制御端末に表示させる請求項３に記載の地域電力の相互融通シス
テム。
【請求項５】
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　前記制御手段は、前記住宅の各々の電力使用量の合計が、前記住宅の各々の前記充給電
手段に接続された前記車両のうち前記使用スケジュールにおいて使用予定ではない車両の
車両用蓄電池に蓄えられた電力と、前記地域蓄電池が蓄えた電力と、前記太陽光発電によ
る電力との合計を上回る場合、前記制御端末に前記車両のエンジンを作動させて発電する
ことを要する旨を表示させる請求項４に記載の地域電力の相互融通システム。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記スケジュールにおいて使用予定となっている車両の車両用蓄電池
が蓄えた電力を取得するように該車両及び該車両を接続する充給電手段を、該充給電手段
を有する住宅の制御端末を介して制御すると共に、該取得した電力で前記地域蓄電池を充
電する請求項３～５のいずれか１項に記載の地域電力の相互融通システム。
【請求項７】
　前記地域蓄電池は、前記住宅の各々に分散して備えられ、前記制御手段は、前記住宅の
各々に備えられた前記地域蓄電池を制御する請求項４～６の何れか１項に記載の地域電力
の相互融通システム。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記複数戸の住宅のいずれかの電力の使用量が該住宅の目標消費電力
を超えた場合に、該住宅の充給電手段に接続された車両の電力を優先的に該住宅に供給す
るように制御し、次いで該住宅から最遠の住宅の充給電手段に接続された車両の車両用蓄
電池に蓄えられた電力を該住宅に供給するように制御し、続いて該住宅と該住宅から最遠
の住宅との中間位置にある住宅の充給電手段に接続された車両の車両用蓄電池に蓄えられ
た電力を該住宅に供給するように制御する請求項１～７のいずれか1項に記載の地域電力
の相互融通システム。
【請求項９】
　前記制御手段は、太陽光発電が可能な住宅の充給電手段に接続された車両の車両用蓄電
池に蓄えられた電力を前記住宅の各々の電力の使用量に応じて前記地域内電力線を介して
前記地域の前記住宅に優先的に供給させるように前記太陽光発電が可能な住宅の充給電手
段を、該充給電手段を有する住宅の制御端末を介して制御する請求項1又は２に記載の地
域電力の相互融通システム。
【請求項１０】
　前記制御手段は、 前記住宅の各々に分散して備えられた地域蓄電池のうち、蓄えられ
ている電力が多い地域蓄電池の電力を優先的に使用するようにする請求項７に記載の地域
電力の相互融通システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数戸の住宅からなる地域において複数戸の住宅で相互に地域内の電力を融
通するシステムにかかり、特に、各住宅と電気的に接続された車両からの電力供給を考慮
した、地域内電力の相互融通システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　以前から、地域内で使用可能な電力を、当該地域内の住宅で共用するシステム又は方法
が提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載の技術では、地域内の各住宅に電力を分配するローカル電力
分配ネットワークを備え、ローカル電力分配ネットワークに接続されている車両の再充電
をスケジュールに従って実行することが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０１０－５３９８６６号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術は、近年普及しつつあるＥＶ（Electric Vehic
le）、ＨＶ（Hybrid Vehicle）及びＰＨＶ（Plug-in Hybrid Vehicle）を電源として使用
する場合が考慮されておらず、特に発電能力を有するＨＶ及びＰＨＶのポテンシャルを十
分に活用できていなかった。
【０００６】
　本発明は、上記事実を考慮して成されたもので、各住宅の設備と電気的に接続された車
両からの電力供給を考慮した、地域内電力の相互融通システムを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために請求項１に記載の発明は、車両用蓄電池に蓄えられた電力で
走行する車両と、接続された前記車両の車両用蓄電池を系統電力及び太陽光発電を含む電
力源から供給された電力で充電可能であると共に前記車両用蓄電池に蓄えられた電力を取
得可能な充給電手段、並びに前記充給電手段に接続された前記車両の車両用蓄電池に蓄え
られた電力、電力の使用量及び前記充給電手段と前記充給電手段に接続された前記車両と
の間の電流を把握すると共に前記車両の使用スケジュールを入力可能な制御端末を有する
住宅と、前記住宅を複数戸有する地域において、前記住宅の各々の制御端末との通信を可
能にする通信網と、前記地域において、前記住宅の各々を接続する地域内電力線と、前記
通信網を介して前記住宅の各々の制御端末と通信可能であり、前記通信網を介して前記住
宅の各々の電力の使用量、前記住宅の各々の充給電手段に接続された前記車両の車両用蓄
電池に蓄えられた電力、前記住宅の各々の充給電手段と該充給電手段に接続された前記車
両との間の電流、並びに前記車両の各々の使用スケジュールを把握すると共に、前記住宅
の各々の充給電手段に接続された前記車両のうち前記使用スケジュールにおいて使用予定
ではない車両の車両用蓄電池に蓄えられた電力を取得するように該使用予定ではない車両
及び該車両を接続した充給電手段を、該充給電手段を有する住宅の制御端末を介して制御
し、該取得した電力を前記地域内電力線を介して前記地域の前記住宅に供給させる制御手
段とを、備えることを特徴としている。
【０００８】
　請求項１に記載の発明によれば、車両は、車両用蓄電池を動力源とするＥＶ、ＨＶ又は
ＰＨＶであり、特に、発電能力を有するＨＶ又はＰＨＶが好ましい。
【０００９】
　充給電手段は、分電盤と車両とを電気的に接続する。かかる接続により、車両の蓄電池
を系統電力、太陽光発電、又は燃料電池若しくはガスエンジン等によるコジェネレータか
ら供給された電力で充電可能であると共に、車両の電力を分電盤に供給することも可能で
ある。
【００１０】
　制御端末は、ＨＥＭＳ（Home Energy Management System）であって、充給電手段に接
続された車両の車両用蓄電池に蓄えられた電力、住宅の電力の使用量及び充給電手段と充
給電手段に接続された車両との間の電流を把握すると共に車両の使用スケジュールを入力
することができる。
【００１１】
　制御端末は、充給電手段と車両との間の電流を把握することで、充給電手段から車両に
電力が供給されているのか、車両から充給電手段へ電力が供給されているのかを判定する
ことも可能である。
【００１２】
　通信網は、いわゆるLＡＮ（Local Area Network）であり、当該通信網に接続された端
末又は機器が相互に通信可能である。
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【００１３】
　地域内電力線は、地域内で使用可能な電力を各住宅で相互に融通するための送電線であ
る。
【００１４】
　制御手段は、地域内で使用可能な電力を集中的に制御する装置であり、通信網を介して
各住宅の電力の使用量、各住宅の充給電手段に接続された車両の車両用蓄電池に蓄えられ
た電力、各住宅の電力の使用量、各住宅の充給電手段と当該充給電手段に接続された車両
との間の電流、並びに車両の各々の使用スケジュールを把握することができる。
【００１５】
　その結果、制御手段は、各住宅の充給電手段に接続された車両のうち使用スケジュール
において使用予定ではない車両の車両用蓄電池に蓄えられた電力を取得するように当該使
用予定ではない車両及び該車両を接続した充給電手段を、当該充給電手段を有する住宅の
制御端末を介して制御し、取得した電力を、地域内電力線を介して前記地域の前記住宅に
供給させる
【００１６】
　なお、請求項２に記載の発明のように、前記制御端末は前記住宅の各々における目標消
費電力をさらに入力可能で、前記制御手段は、前記複数戸の住宅のいずれかの電力の使用
量が該住宅の目標消費電力を超えた場合に、前記住宅の各々の前記充給電手段に接続され
た前記車両のうち前記使用スケジュールにおいて使用予定ではない車両の車両用蓄電池に
蓄えられた電力を取得するように該使用予定ではない車両及び該車両を接続した充給電手
段を、該充給電手段を有する住宅の制御端末を介して制御し、該取得した電力を前記住宅
の各々の電力の使用量に応じて前記地域内電力線を介して前記地域の前記住宅に供給させ
るようにしてもよい。
【００１７】
　請求項２に記載の発明によれば、各住宅の制御端末は、各住宅における電力の使用量の
限界値に相当する目標消費電力を入力可能であり、制御手段は、地域内の住宅のいずれか
での消費電力が当該住宅での目標消費電力を超えた場合に、地域内において充給電手段に
接続されている車両のうち、使用予定ではない車両の車両用蓄電池に蓄えられた電力を当
該車両を接続している充給電手段に取得させるように当該充給電手段を有する住宅の制御
端末を制御し、かつ取得した電力を、地域内電力線を介して各住宅に供給可能とする。
【００１８】
　また、請求項３に記載の発明のように、系統電力及び太陽光発電を含む電力源から供給
された電力を蓄え、該蓄えた電力を、複数の住宅からなる地域の各戸に供給可能な地域蓄
電池をさらに備え、前記制御手段は、前記複数戸の住宅のいずれかの電力の使用量が該住
宅の目標消費電力を超えた場合に、前記地域蓄電池が蓄えた電力を前記地域内電力線を介
して前記地域の前記住宅に供給させると共に、前記複数戸の住宅の電力の使用により前記
地域蓄電池が蓄えた電力が消耗した場合に、前記住宅の各々の充給電手段に接続された前
記車両のうち前記使用スケジュールにおいて使用予定ではない車両の車両用蓄電池に蓄え
られた電力を取得するように該使用予定ではない車両及び該車両を接続した充給電手段を
、該充給電手段を有する住宅の制御端末を介して制御し、該取得した電力を前記地域内電
力線を介して前記地域の前記住宅に供給させるようにしてもよい。
【００１９】
　請求項３に記載の発明よれば、地域内の余剰電力を蓄積する地域蓄電池を備え、いずれ
かの住宅の電力使用量が目標消費電力を超えた場合に、地域蓄電池の電力を地域内の住宅
に供給すると共に、地域蓄電池が蓄えた電力が消耗した場合には、地域内の車両の電力を
地域内の住宅に供給することができる。
【００２０】
　また、請求項４に記載の発明のように、前記住宅の各々の前記充給電手段に接続された
前記車両のうち前記使用スケジュールにおいて使用予定ではない車両の車両用蓄電池に蓄
えられた電力と、前記地域蓄電池が蓄えた電力と、前記太陽光発電による電力の合計を、
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前記住宅の各々に供給可能な電力とすると共に、該供給可能な電力から前記住宅の各々に
おける目標消費電力を減算することにより、前記地域の余剰電力を算出し、前記住宅の各
々に供給可能な電力及び前記地域の余剰電力を前記住宅の各々の制御端末に表示させるよ
うにしてもよい。
【００２１】
　請求項４に記載の発明によれば、各住宅に供給可能な電力と、地域の余剰電力を、各住
宅の制御端末に表示することができる。
【００２２】
　また、請求項５に記載の発明のように、前記制御手段は、前記住宅の各々の電力使用量
の合計が、前記住宅の各々の前記充給電手段に接続された前記車両のうち前記使用スケジ
ュールにおいて使用予定ではない車両の車両用蓄電池に蓄えられた電力と、前記地域蓄電
池が蓄えた電力と、前記太陽光発電による電力との合計を上回る場合、前記制御端末に前
記車両のエンジンを作動させて発電することを要する旨を表示させるようにしてもよい。
【００２３】
　請求項５に記載の発明によれば、使用電力の合計が、地域で使用可能な電力を上回る場
合に、車両のエンジンを始動させて、必要な電力を得るように報知することができる。
【００２４】
　また、請求項６に記載の発明のように、前記制御手段は、前記スケジュールにおいて使
用予定となっている車両の車両用蓄電池が蓄えた電力を取得するように該車両を接続する
充給電手段を、該充給電手段を有する住宅の制御端末を介して制御すると共に、該取得し
た電力で前記地域蓄電池を充電してもよい。
【００２５】
　請求項６に記載の発明によれば、車両用蓄電池の電力で地域蓄電池を充電することがで
きる。
【００２６】
　また、請求項７に記載の発明のように、前記地域蓄電池は、前記住宅の各々に分散して
備えられ、前記制御手段は、前記住宅の各々に備えられた前記地域蓄電池を制御してもよ
い。これによって、地域蓄電池が冗長化され、ひとつの地域蓄電池が使用不能になっても
、他の地域蓄電池を使用することができる。
【００２７】
　また、請求項８に記載の発明のように、前記制御手段は、前記複数戸の住宅のいずれか
の電力の使用量が該住宅の目標消費電力を超えた場合に、該住宅の充給電手段に接続され
た車両の電力を優先的に該住宅に供給するように制御し、次いで該住宅から最遠の住宅の
充給電手段に接続された車両の車両用蓄電池に蓄えられた電力を該住宅に供給するように
制御し、続いて該住宅と該住宅から最遠の住宅との中間位置にある住宅の充給電手段に接
続された車両の車両用蓄電池に蓄えられた電力を該住宅に供給するように制御してもよい
。
【００２８】
　請求項８の発明によれば、地域内の住宅のうち、電力の使用量が目標消費電力を超えた
住宅に対して、車両の電力を優先的に供給することができる。
【００２９】
　また、請求項９に記載の発明のように、前記制御手段は、太陽光発電が可能な住宅の充
給電手段に接続された車両の車両用蓄電池に蓄えられた電力を前記住宅の各々の電力の使
用量に応じて前記地域内電力線を介して前記地域の前記住宅に優先的に供給させるように
前記太陽光発電が可能な住宅の充給電手段を、該充給電手段を有する住宅の制御端末を介
して制御してもよい。これによって、太陽光発電が可能な住宅から電力を優先的に供給す
ることができる。
【００３０】
　また、請求項１０に記載の発明のように、前記制御手段は、 前記住宅の各々に分散し
て備えられた地域蓄電池のうち、蓄えられている電力が多い地域蓄電池の電力を優先的に
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使用するようにしてもよい。これによって、余剰電力を効果的に活用することができる。
【発明の効果】
【００３１】
　以上説明したように本発明によれば、各住宅の設備と電気的に接続された車両からの電
力供給を考慮した、地域内電力の相互融通システムを提供することができる、という効果
がある。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る地域内電力の相互融通システムの一例を示す概
略図である。
【図２】非接触型の車両連結部の一例を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る地域内電力の相互融通システムに含まれるＨＥ
ＭＳの概略構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る地域内電力の相互融通システムにおける制御装
置の処理のフローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る各車両の使用スケジュールの一例を示す図であ
る。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係る地域内電力の相互融通システムの一例を示す概
略図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係る地域内電力の相互融通システムにおける制御装
置の処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　［第１の実施の形態］
　以下、図面を参照して本発明の第１の実施の形態を詳細に説明する。図１は、本実施の
形態に係る地域内電力の相互融通システム１００の概略構成を示すブロック図である。
【００３４】
　本実施の形態に係る地域内電力の相互融通システム１００は、系統電力１２から供給さ
れた電力を地域変圧器６２で受け、地域変圧器６２は、系統電力１２から供給された電力
を地域内電力線６４での送電に適した電圧及び電流に変換する。
【００３５】
　地域内電力線６４での電圧及び電流には、三相３線式２００Ｖ、単相２線式２００Ｖ又
は単相２線式１００Ｖ等が考えられる。
【００３６】
　地域内電力線６４は、図１では区間開閉器６６を有した環状方式としたが、樹枝状方式
、低圧バンキング方式又はレギュラーネットワーク方式であってもよい。
【００３７】
　地域内の住宅１０Ａ、１０Ｂ及び１０Ｃは、各々分電盤１４が地域内電力線６４に接続
されている。
【００３８】
　また、本実施の形態に係る地域内電力の相互融通システム１００は、地域内の住宅１０
Ａ、１０Ｂ及び１０Ｃを結ぶネットワーク７２を有し、ネットワーク７２及び地域内電力
線６４には、本実施の形態に係る地域内電力の相互融通システム１００を制御する制御装
置８２が接続されている。
【００３９】
　地域内の住宅１０Ａ、１０Ｂ及び１０Ｃは、各々ＥＶ、ＨＶ又はＰＨＶ等の車両１８Ａ
、１８Ｂ及び１８Ｃが接続可能に構成されている。以下、住宅１０Ａ、１０Ｂ及び１０Ｃ
、並びに車両１８Ａ、１８Ｂ及び１８Ｃの構成について説明するが、住宅１０Ａ、１０Ｂ
及び１０Ｃの各々の構成、並びに車両１８Ａ、１８Ｂ及び１８Ｃの各々の構成は、いずれ
も同じなので、同一の符号によって説明する。
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【００４０】
　まず、前述のように、住宅１０Ａ、１０Ｂ及び１０Ｃには、地域変圧器６２及び地域内
電力線６４を介して電力会社から供給される系統電力１２が接続される分電盤１４が設け
られており、系統電力１２からの電力が分電盤１４を介して住宅１０Ａ、１０Ｂ及び１０
Ｃ内に供給されるようになっている。
【００４１】
　分電盤１４には、複数の電力供給先として、住宅１０Ａ、１０Ｂ及び１０Ｃに設けられ
た家電機器２０及び住設機器２２等が接続されており、系統電力１２からの電力が供給さ
れる。
【００４２】
　さらに住宅１０Ａ、１０Ｂ及び１０Ｃは、太陽電池パネル１６を備えていてもよい。
【００４３】
　また、分電盤１４に車両連結部２６を介して接続された車両１８Ａ、１８Ｂ及び１８Ｃ
の車両用蓄電池２８を充電することが可能であり、その逆に、車両用蓄電池２８から分電
盤１４に電力を供給することも可能である。
【００４４】
　車両用蓄電池から取り出される電力は直流であるが、各車両が備えるインバータ（図示
せず）によって、単相２線式１００Ｖで５０Ｈｚ又は６０Ｈｚの交流に変換して、後述す
る車両連結部２６を介して、分電盤１４へ供給する。
【００４５】
　車両連結部２６は、ケーブルによって車両と接続されることにより、分電盤１４と車両
とを電気的に接続するコネクタである。当該コネクタは、分電盤１４からの電力を車両に
供給する又は車両の電力が分電盤１４に供給するための電力線の端子と、建物内のエネル
ギーの管理や制御を行うＨＥＭＳ３０と車両との通信に係る情報線の端子を有してもよい
。
【００４６】
　車両連結部２６は、ＨＥＭＳ３０の制御によって車両へ電力の供給を行い、車両蓄電池
２９を充電する。また、車両連結部２６は、ＨＥＭＳ３０の制御に従って、車両用蓄電池
が放電したことによる電力を、分電盤１４に供給する。
【００４７】
　また、ＨＥＭＳ３０は、車両連結部２６と車両連結部２６に接続されている車両との間
の電流をモニターして、車両連結部２６を介して車両用蓄電池２８が充電されているか、
又は車両用蓄電２８の放電により、車両の電力が分電盤１４に供給されているかを把握し
ている。
【００４８】
　制御装置８２は、ＨＥＭＳ３０が把握した車両連結部２６と車両連結部２６に接続され
ている車両との間の電流の状況をネットワーク７２を介して取得する。
【００４９】
　なお、ＨＥＭＳ３０と車両との通信は、情報線ではなく、電力線を用いる、いわゆる電
力線搬送通信であってもよい。
【００５０】
　また、図１の場合とは別に、非接触で電気的に接続して電力供給し充電を行うものを適
用するようにしてもよい。
【００５１】
　非接触型の例としては、例えば、図２に示すように、車両の駐車スペース等にコイルを
備えた送電受電回路５６を備えて分電盤１４と接続し、車両側にもコイルを備えた送電受
電回路５８を備えて車両用蓄電池２８と接続する。
【００５２】
　車両用蓄電池２８を充電する際には、駐車スペース側の送電受電回路へ分電盤１４から
電力を供給してコイルに通電することにより、電磁誘導作用により車両側のコイルへ電力
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を供給して送電受電回路５８を介して車両用蓄電池２８を充電することができる。
【００５３】
　また、車両用蓄電池２８から電力を供給する際には、車両用蓄電池２８の電力を用いて
車両側のコイルに通電することにより、電磁誘導作用により駐車スペース側のコイルへ電
力を供給して送電受電回路５６を介して分電盤１４へ電力を供給することができる。
【００５４】
　さらに、分電盤１４には、ＨＥＭＳ３０が接続されている。ＨＥＭＳ３０は分電盤１４
を制御することにより、系統電力１２及び車両用蓄電池２８の電力を住宅１０Ａ、１０Ｂ
及び１０Ｃへ供給するための制御、又は車両用蓄電池２８を充電するための電力の制御を
行うと共に、制御装置８２からの指令により、各車両の車両用蓄電池２８に蓄えられた電
力を、車両連結部２６及び分電盤１４を介して、地域内電力線６４に供給させることがで
きる。分電盤１４は、各車両から供給された電力を、前述の三相３線式２００Ｖ等の、地
域内電力線６４で送電される電圧及び電流に変換する機能を有していてもよい。
【００５５】
　また、ＨＥＭＳ３０は、各車両の使用スケジュールを入力することができ、制御装置８
２は、ＨＥＭＳ３０に入力された各車両の使用スケジュールを、ネットワーク７２を介し
て取得する。
【００５６】
　さらにＨＥＭＳ３０は、住宅１０Ａ、１０Ｂ及び１０Ｃにおける電力の使用量の限界値
に相当する目標消費電力を入力可能であり、制御装置８２は、住宅１０Ａ、１０Ｂ及び１
０Ｃのいずれかでの消費電力が当該住宅での目標消費電力を超えた場合に、車両１８Ａ、
１８Ｂ及び１８Ｃのうち、使用予定ではない車両の車両用蓄電池２８に蓄えられた電力を
取得するように当該車両及び当該車両を接続する車両連結部２６を制御し、かつ取得した
電力を、分電盤１４から地域内電力線６４を介して各住宅に供給できる。
【００５７】
　図３は、本発明の実施の形態に係る地域内電力の相互融通システム１００に含まれるＨ
ＥＭＳ３０の概略構成を示すブロック図である。
【００５８】
　ＨＥＭＳ３０は、コンピュータを含んで構成されており、図３に示すように、ＣＰＵ３
６、ＲＯＭ３８、ＲＡＭ４０、及び入出力ポート４２を備えて、これらがアドレスバス、
データバス、及び制御バス等のバス４４を介して互いに接続されている。
【００５９】
　入出力ポート４２には、各種入出力機器として、表示部４６、操作部４８、及びメモリ
５０が接続されている。なお、表示部４６及び操作部４８は一体で構成され、操作部４８
は、表示部４６に設けられたタッチパネルを適用することができる。
【００６０】
　メモリ５０には、上述した住宅１０Ａ、１０Ｂ及び１０Ｃへ供給する電力の制御を行う
プログラム、家電機器２０及び住設機器２２等の制御を行うためのプログラム、契約アン
ペア値の範囲内で目標消費電力を任意に設定するためのプログラム、車両用蓄電池２８の
充放電を行うためのプログラム並びにこれらのプログラムを実行するための各種情報等が
記憶されている。
【００６１】
　ＨＥＭＳ３０は、メモリ５０に記憶されたプログラムをＲＡＭ４０等に展開してＣＰＵ
３６で実行することにより、住宅１０Ａ、１０Ｂ及び１０Ｃへ供給する電力の制御等の各
種制御を行うようになっている。
【００６２】
　さらに、入出力ポート４２には、ＰＨＶ、ＨＶ及びＥＶが備える車両無線通信部３４と
無線通信を行う無線通信部３２、分電盤１４、車両連結部２６及びネットワークに接続さ
れるネットワークインターフェース５２等が接続されている。
【００６３】
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　また、本実施の形態では、無線通信部３２が、住宅１０Ａ、１０Ｂ及び１０Ｃの駐車ス
ペースに入庫した車両の車両無線通信部３４から送信された車両を識別する型式等の情報
を受信し、ＨＥＭＳ３０は、無線通信部３２が受信した情報に基づいて、入庫した車両が
ＰＨＶ若しくはＨＶであるか又はＥＶであるかを判定するようにしてもよい。
【００６４】
　入庫した車両を識別する情報の取得は、無線通信部３２及び車両無線通信部３４による
無線通信以外にも、図１に示したように、車両を電気的に接続することで、情報線による
通信又は電力線搬送通信によって、型式等の車両を識別する情報をＨＥＭＳ３０が取得す
ることも可能である。
【００６５】
　続いて、本実施の形態に係る地域内電力の相互融通システム１００で行われる処理の概
略について説明する。
【００６６】
　図４は、本発明の実施の形態に係る地域内電力の相互融通システムにおける制御装置８
２のフローチャートである。
【００６７】
　図４のステップ４００で、制御装置８２は、各住宅の電力使用量、各住宅の目標消費電
力、各車両の蓄電量、各住宅と各車両との充給電の状態及び各車両の使用スケジュールを
、ネットワーク７２を介して、各住宅のＨＥＭＳ３０から取得する。
【００６８】
　各車両の使用スケジュールは、例えば、図５のようなものである。図５は、本実施の形
態に係る各車両の使用スケジュールの一例を示す図であって、車両を使用する年月日時が
各車両について記載されている。
【００６９】
　ステップ４０２では、電力使用量が目標消費電力を超えた住宅はあるか否かを判定し、
電力使用量が目標消費電力を超えた住宅はある場合は、ステップ４０４に移行する。
【００７０】
　ステップ４０４では、各車両の使用スケジュール及び各車両の車両用蓄電池２８に蓄え
られた電力からみて、地域内への電力供給に使用可能な車両があるか否かを判定し、使用
可能な車両がある場合は、ステップ４０６に移行する。
【００７１】
　ステップ４０６では、使用可能な車両を車両連結部２６を介して接続しているＨＥＭＳ
３０に対して、当該車両の車両用蓄電池２８の放電を実行するように指令する。当該指令
を受けたＨＥＭＳ３０は、当該車両及び当該車両を接続した車両連結部２６を制御して、
当該車両の車両用蓄電池２６に蓄えられた電力を取得する。
【００７２】
　ステップ４０８では、車両用蓄電池２８の放電によって取得した電力を、分電盤１４を
介して地域内電力線６４に供給するようにＨＥＭＳ３０に指令する。
【００７３】
　ステップ４１０では、車両から供給される電力が限界に達して電力が不足するおそれが
あるか否かを判定する。
【００７４】
　車両から供給される電力は、車両のエンジンを作動させていない場合は、車両用蓄電池
２８に残存する電力による。車両用蓄電池２８に残存する電力を計測する方法は種々考え
られるが、一般的には、車両用蓄電池２８の電圧値による。
【００７５】
　ステップ４１０では、車両用蓄電池２８の電圧値が所定の値を下回った場合に、車両用
蓄電池２８に残存する電力が払底しつつある状態と判断し、エンジンを始動していない車
両から供給される電力が限界に達するおそれがあると判定してよい。
【００７６】
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　なお、本実施の形態では、車両用蓄電池２８の電圧値は、車両が接続されている車両連
結部２６を介して、ＨＥＭＳ３０で計測可能である。
【００７７】
　ステップ４１０において、エンジンを始動していない車両から供給される電力が限界に
達するおそれがあると判定された場合は、ステップ４１２において、車両のエンジンを始
動させる。車両のエンジンは、情報線による通信、電力線搬送通信又は無線通信によって
、ＨＥＭＳ３０で制御されることによって始動可能である。
【００７８】
　ステップ４１４では、車両の燃料が所定量未満か否かを判定する。所定量は車両によっ
て異なるが、一例として、５リットル程度であることが考えられる。
【００７９】
　車両の燃料が所定量未満となった場合は、ステップ４１６で車両のエンジンを停止し、
ステップ４１８で、他に使用可能な車両があるか否かを判定し、使用可能な車両がある場
合は、手順をステップ４０６に移行させ、使用可能な車両がない場合には、一連の処理を
終了する。
【００８０】
　以上のように、本実施の形態では、ある住宅の電力使用量が目標消費電力を超えた場合
に、車両用蓄電池に蓄えられている電力、さらには車両のエンジンを始動することによっ
て得た電力を地域内に供給することができるので、系統電力のみならず車両の電力も活用
した電力供給が可能となる。
【００８１】
　従って、本実施の形態によれば、各住宅の設備と電気的に接続された車両からの電力供
給を考慮した、地域内電力の相互融通システムを提供することができる。
【００８２】
　本実施の形態では、ステップ４１０において、エンジンを始動していない車両から供給
される電力が限界に達するおそれがある場合に、ステップ４１２において車両のエンジン
を始動した。
【００８３】
　しかしながら、車両のエンジンを作動させていない場合は、エンジンを始動させ車両が
発電した電力を使用すべき旨をＨＥＭＳ３０の表示部４６に表示するようにしてもよい。
【００８４】
　また、制御装置８２は、複数戸の住宅のいずれかの電力の使用量が、当該住宅の目標消
費電力を超えた場合に、当該住宅の車両連結部２６に接続された車両の電力を優先的に当
該住宅に供給するように制御し、次いで当該住宅から最遠の住宅の車両連結部２６に接続
された車両の車両用蓄電池２８に蓄えられた電力を当該住宅に供給するように制御し、続
いて該住宅と該住宅から最遠の住宅との中間位置にある住宅の車両連結部２６に接続され
た車両の車両用蓄電池２８に蓄えられた電力を該住宅に供給するように制御してもよい。
【００８５】
　［第２の実施の形態］
　続いて、本発明の第２の実施の形態について説明する。図６は、本発明の第２の実施の
形態に係る地域内電力の相互融通システム１０２の一例を示す概略図である。
【００８６】
　図６に示したように、本実施の形態は、地域蓄電池９２を有する他は、第１の実施の形
態と同じであり、第１の実施の形態と同様の構成については、同一の符号を使用し、かつ
説明を省略する。
【００８７】
　地域蓄電池９２は、系統電力１２及び太陽光発電を含む電力源から供給された電力を蓄
え、蓄えた電力を、地域内の各住宅に供給可能な二次電池である。二次電池の種類として
は、鉛蓄電池、ニッケル水素電池又はリチウムイオン電池等が考えられるが、これら以外
にも、充放電が可能な二次電池を使用することができる。
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【００８８】
　地域蓄電池９２は、起電力が１～数Ｖ程度のセルを直列に組み合わせて形成された起電
力が例えば１２Ｖ程度の蓄電池のモジュールを、さらに直列及び並列に組み合わせた蓄電
池のモジュールの集合体であって、系統電力１２に匹敵するだけの電圧及び電流を生じ得
るように構成されている。
【００８９】
　地域蓄電池９２の電圧は、一例として、１４０～１５０Ｖ程度であり、電流は、設置さ
れる地域の規模に応じて様々な値をとり得る。
【００９０】
　また、地域蓄電池９２は、系統電力１２からの交流を蓄電池のモジュールの集合体の充
電に適した電圧の直流に変換可能であると共に、蓄電池のモジュールの集合体が放電した
直流を、地域内電力線６４での送電に適した、例えば、三相３線式２００Ｖ、単相２線式
２００Ｖ又は単相２線式１００Ｖ等に変換可能なインバータ（図示せず）を備えている。
【００９１】
　さらに、地域蓄電池９２は、蓄電池のモジュールの集合体の充放電を制御する充放電制
御回路（図示せず）を備え、前述のインバータと共に、制御装置８２によって制御される
。
【００９２】
　制御装置８２は、地域蓄電池９２の電圧をモニターすると共に、地域内の電力に余裕が
ある場合に、地域蓄電池９２を充電するように制御し、各住宅の電力の使用量が目標消費
電力を上回るような場合には、地域蓄電池９２に蓄えられた電力を地域内に供給するよう
にする。
【００９３】
　続いて、本実施の形態に係る地域内電力の相互融通システム１００で行われる処理の概
略について説明する。
【００９４】
　図４は、本実施の形態に係る地域内電力の相互融通システムにおける制御装置８２のフ
ローチャートである。図７は、ステップ７０２及びステップ７０４を有する点で、前述の
第１の実施の形態に係る図４とは相違している。
【００９５】
　以下、図４との相違点について詳述し、図４と共通する部分については説明を省略する
。
【００９６】
　まず、図４における第１の実施の形態と同様に、ステップ４０２では、電力使用量が目
標消費電力を超えた住宅があるか否かを判定する。
【００９７】
　ステップ４０２において、電力使用量が目標消費電力を超えた住宅はある場合は、ステ
ップ７０２で地域蓄電池９２を放電し、放電によって得た電力を地域内に供給する。
【００９８】
　続くステップ７０４では、各住宅の電力の使用によって、地域蓄電池９２から供給され
る電力が限界に達して電力が不足するおそれがあるか否かを判定する。
【００９９】
　地域蓄電池９２に蓄えられた電力を計測する方法は種々考えられるが、一般的には、地
域蓄電池９２の電圧値による。
【０１００】
　ステップ７０４では、地域蓄電池９２の電圧値が所定の値を下回った場合に、地域蓄電
池９２に蓄えられた電力が払底しつつある状態と判定してよい。
【０１０１】
　ステップ７０４において、地域蓄電池９２に蓄えられた電力が払底しつつあると判定さ
れた場合は、手順は、図４にも記載されているステップ４０４に移行する。
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【０１０２】
　ステップ４０４では、各車両の使用スケジュール及び各車両の車両用蓄電池に蓄えられ
た電力からみて、地域内への電力供給に使用可能な車両があるか否かを判定し、以後は、
図４と同様の手順によって、車両用蓄電池２８の電力を地域内に供給するようにすると共
に、必要に応じて車両のエンジンを始動して必要な電力を賄うようにする。
【０１０３】
　また、本実施の形態では、ステップ４１０において、エンジンを始動していない車両か
ら供給される電力が限界に達するおそれがある場合に、ステップ４１２において車両のエ
ンジンを始動する。
【０１０４】
　しかしながら、車両のエンジンを作動させていない場合に、各住宅の電力の使用量が、
車両用蓄電池２８に蓄えられた電力と、地域蓄電池９２が蓄えた電力と、さらには太陽光
発電による電力との合計を上回る場合は、エンジンを始動させ車両が発電した電力を使用
すべき旨をＨＥＭＳ３０の表示部４６に表示するようにしてもよい。
【０１０５】
　以上のように、本実施の形態によれば、地域内の余剰電力を地域内電力線に接続された
地域蓄電池９２に蓄え、地域蓄電池９２に蓄えた電力を使用すると共に、地域内の各車両
の電力も必要に応じて活用する地域内電力の相互融通システムを提供することができる。
【０１０６】
　また、本実施の形態では、各住宅の車両連結部２６に接続された車両のうち使用予定で
はない車両の車両用蓄電池に蓄えられた電力と、地域蓄電池９２が蓄えた電力と、太陽光
発電による電力の合計を、各住宅に供給可能な電力とすると共に、この供給可能な電力か
ら各住宅における目標消費電力を減算することにより、地域の余剰電力を算出し、各住宅
に供給可能な電力及び地域の余剰電力を各住宅のＨＥＭＳ３０に表示させてもよい。
【０１０７】
　また、本実施の形態では、使用予定になっている車両がＰＨＶ又はＨＶである場合に、
当該車両が使用されるのに先立って、当該車両の車両用蓄電池２８に蓄えられている電力
を放電させ、放電によって得られた電力を地域蓄電池９２に蓄えるようにしてもよい。
【０１０８】
　ＰＨＶ又はＨＶは、エンジンで自走可能であるから、出掛けるに際して、車両用蓄電池
２８に蓄えた電力を放電しても、走行自体は可能だからである。
【０１０９】
　また、本実施の形態では、太陽光発電が可能な住宅の車両連結部２６に接続された車両
の車両用蓄電池２８に蓄えられた電力を、各住宅の電力の使用量に応じて供給するように
してもよい。
【０１１０】
　さらには、地域蓄電池９２は、各住宅の各々に分散して備えられ、各住宅に分散して備
えられた地域蓄電池９２のうち、蓄えられている電力が多い地域蓄電池９２の電力を優先
的に使用するようにしてもよい。
【０１１１】
　なお、上記の第１の実施の形態及び第２の実施の形態において、住宅３棟、車両３台の
場合について説明したが、本願はこれらに限定されるものではなく、住宅の戸数及び車両
の台数は、本願発明が適用される地域の規模によって様々である。
【符号の説明】
【０１１２】
　１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ　住宅
　１２　系統電力
　１４　分電盤
　１６　太陽電池パネル
　１８Ａ、１８Ｂ、１８Ｃ　車両
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　２０　家電機器
　２２　住設機器
　２６　車両連結部
　２８　車両用蓄電池
　３０　ＨＥＭＳ
　３２　無線通信部
　３４　車両無線通信部
　３６　ＣＰＵ
　３８　ＲＯＭ
　４０　ＲＡＭ
　４２　入出力ポート
　４４　バス
　４６　表示部
　４８　操作部
　５０　メモリ
　５２　ネットワークインターフェース
　５６、５８　送電受電回路
　６２　地域変圧器
　６４　地域内電力線
　６６　区間開閉器
　７２　ネットワーク
　８２　制御装置
　９２　地域蓄電池
　１００　地域内電力の相互融通システム
　１０２　地域内電力の相互融通システム



(15) JP 2013-143892 A 2013.7.22

【図１】



(16) JP 2013-143892 A 2013.7.22

【図２】



(17) JP 2013-143892 A 2013.7.22

【図３】



(18) JP 2013-143892 A 2013.7.22

【図４】



(19) JP 2013-143892 A 2013.7.22

【図５】



(20) JP 2013-143892 A 2013.7.22

【図６】



(21) JP 2013-143892 A 2013.7.22

【図７】



(22) JP 2013-143892 A 2013.7.22

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 5H125 AA01  AC08  AC12  AC24  AC25  BC22  BC24  BD17  BE02  CC06 
　　　　 　　        EE27  EE31  EE61 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

